


は じ め に

このたび本市では、市民の皆さまとの共創により、山形市バリアフリーのまちづく

り推進モデルを策定いたしました。

障害者施策の基本理念は、障がいを持つ人も障がいを持たない人と同じように、普

通の生活を送れるようにするというノーマライゼーションの実現にありますが、この

普通の生活を実現するための条件整備が福祉のまちづくりによるバリアフリー化です。

山形県では、平成１２年度から「山形県福祉のまちづくり条例」を施行し、バリアフ

リーの推進に努めております。

本市でも、県条例の施行にあわせ、市民の皆さま一人ひとりから福祉のまちづくり

の必要性を理解していただくため、山形市福祉のまちづくり啓蒙事業実行委員会を組

織し、啓蒙事業に取り組んでまいりました。

平成１４年度には、障がいを持つ方や高齢の方々による山形市バリアフリー推進チー

ムが結成され、啓蒙事業と並行し、バリアフリー化の必要性が当事者の視点で検討さ

れました。

そして今年度、これまでの取り組みの集大成として、「山形市バリアフリーのまち

づくり推進モデル」を策定しました。

当推進モデルでは、バリアフリー推進の具体的なモデルとして、山寺地区の方々と

山形市福祉のまちづくり活動委員会そして山形市生活福祉課による、「げんきであっ

たか山寺づくり」を提案しております。

当推進モデルが、山形市の各地区の皆さまから参考にしていただき、各地区におけ

る福祉のまちづくり、バリアフリーの推進に資することを願うものであります。

最後になりましたが、これまで当市の福祉のまちづくり啓蒙事業に参加していただ

きました多くの市民の皆さま、推進モデルの調査とりまとめを精力的に担っていただ

いた山形市福祉のまちづくり活動委員会の皆さま、そして「げんきであったか山寺づ

くり」に多大なご協力をいただきました山寺地区の皆さまに心より感謝を申し上げま

す。

平成１６年３月
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第Ⅰ章 バリアフリー推進モデルの目的

1 バリアフリー推進モデルの目的

山形市では、山形県福祉のまちづくり条例の施行にあわせ、平成１２年度から、

「心にバリアフリーを」を合言葉に、山形市福祉のまちづくり啓蒙事業に取り

組んでおります。

啓蒙事業では、車いすを使用する方による実地点検を行いましたが、バリア

フリーの実現が急がれることと、そのためには具体的な取り組みが必要である

ことが、強く認識されました。

このため、平成１４年度からは、啓蒙事業と並行して、障がいを持つ方、持た

ない方の６名の市民からなる山形市バリアフリー推進チームを結成し、対象地

区を定め、バリアフリー化の検討を行いました。

今回、策定する「山形市バリアフリーのまちづくり推進モデル」（以下、「バ

リアフリー推進モデル」という。）は、これまで啓蒙事業と山形市バリアフリー

推進チームが取り組んできた福祉のまちづくりに係る点検等の活動の内容及び

モデル地区における住民参加によるバリアフリー化の検討をまとめたもので、

バリアフリーの推進に係るモデルとして提案するものです。

誰もが住んでよかった思える山形作りは、山形市に住む私たち一人一人が、

心にバリアフリーを持ち、その思いを実践したときに動き出します。

推進モデルは、多くの市民の皆さまからご検討をいただくことにより、山形

市のバリアフリーのまちづくりが市民一人一人の力によって推し進められるこ

とを目的としています。

2 バリアフリー推進モデルの背景

（１）国・県における福祉のまちづくりの推進について

① 「障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）」は、我が国の障がい者施策の基

本理念を定めた法律ですが、第２２条の２（公共的施設の利用）及び第２２条の

３（情報の利用等）では、障がい者が公共施設や公共交通機関、また情報を

円滑に利用できるように配慮しなければならないと規定しています。

② 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

する法律（平成６年法律第４４号）」は、通称「ハートビル法」と呼ばれ、高

齢者や身体障がい者が建物を円滑に利用できるように、廊下幅や車いすのま

ま利用できるトイレの設置等の利用円滑化基準を定め、この実現を促進して

います。平成１５年度からは２０００㎡以上のデパートや病院、老人ホーム等につ

いては、この利用円滑化基準の適用が義務付けられています。

③ 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に

関する法律（平成１２年法律第６８号）」は、通称「交通バリアフリー法」と呼

ばれ、高齢者や身体障がい者自らが公共交通機関を利用し移動する際の利便

性や安全性の向上を図るため、車両の構造や設備について移動円滑化基準を
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定め、この実現を促進しています。

④ 「障害者基本計画（平成１４年１２月策定、計画期間は平成１５年度から平成２４

年度）」は、「障害者対策に関する長期計画」の理念であるリハビリテーショ

ン及びノーマライゼーションを継承し、基本方針に社会のバリアフリー化の

推進を位置付け、障がいの有無にかかわらず、国民誰もがその能力を最大限

発揮しながら、安全に安心して生活できるよう、建物、移動、情報、制度、

慣行、心理などソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を強力に

推進するとしています。そのためにユニバーサルデザインによるまちづくり、

ものづくりを推進し、また、企業、市民団体等の取り組みを積極的に支援す

ることとしています。

⑤ 「山形県福祉のまちづくり条例（平成１１年山形県条例第３２号）」は、高齢

者、障がい者を含むすべての県民が、あらゆる分野の活動に等しく参加でき

る社会の実現を福祉のまちづくりと位置づけ、この実現のために不特定多数

が利用する一定面積以上の施設の出入り口や廊下等について整備基準を定め

ています。この整備基準の適用を推進するために、対象となる施設を新設増

改築しようとする施主に届出を義務付け、また整備基準に適合する施設には

適合証を交付します。このような啓蒙及び誘導策により福祉のまちづくりを

促進しています。

⑥ 「第３次山形県障害者計画（平成１５年３月策定、計画期間は平成１５年度か

ら平成２４年度）」は、基本方針に、ノーマライゼーションとリハビリテーショ

ンの考え方と、障がいの有無にかかわらず、県民誰もが相互に人格と個性を

尊重し支えあう共生社会を実現することを掲げ、このために、障がい者自身

はもとより多様な人々が関わり、障がい者や高齢者等に配慮したまちづくり

を推進することにより、共に支え合う地域づくり進めることとしています。

また具体的施策となる各論では、心のバリアフリー、情報提供面のバリアフ

リー、公共的施設等のバリアフリー、移動面のバリアフリーを促進すること

としています。

（２）山形市における福祉のまちづくりの推進について

① 「山形市新総合計画（平成８年２月策定、計画期間は平成８年度から平成

１７年度）」により、障がい者が地域において普通に生活を送ることができる

ようにするためには、まちづくりから人々の意識に至るまで広い分野にわた

る総合的な環境整備が必要として、福祉のまちづくりを障がい者福祉の主要

な施策に位置付け、障がい者計画や福祉のまちづくり整備指針の策定を図る

こととしています。

② 「山形市障害者福祉計画（平成９年８月策定、計画期間は平成９年度から

平成１７年度）」により、基本理念をリハビリテーション、ノーマライゼーショ

ンとし、基本目標を障がい者の社会への完全参加と平等に置き、その実現の

ためには、障がい者を取り巻く社会環境における障壁を取り除くこと（バリ

アフリー化）に、社会のすべての構成員が取り組んでいく必要があるとして

います。その上で、障がい者が地域において、障がいを持たない人と同じよ

うに社会生活を営んでいくためには、バリアフリー化した住みよい生活環境
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基盤の確立が重要であり、福祉のまちづくり整備指針の策定、都市整備計画

での障がい者への配慮、公園等のオープンスペースや、道路、不特定多数が

利用する施設でのバリアフリー化の推進を図ることとしています。

③ 「山形市住宅マスタープラン（平成１０年３月策定、計画期間は平成７年度

から平成１７年度）」により、住まいのバリアフリー化や障がい者の住生活に

配慮した公営住宅の確保供給、福祉施設と連携した住宅の整備、また、「山

形市福祉のまちづくり整備指針」を策定し、ひとにやさしい総合的なまちづ

くりの推進を図ることで、誰もが安心して暮らせる住生活の実現を目指すこ

ととしています。

④ 「山形市都市計画マスタープラン（平成１０年１０月策定、計画期間は平成７

年度から平成２７年度）」により、道路や公園等の都市整備を進めるにあたり、

高齢者や障がい者にも使いやすい工夫（バリアフリー）等により、誰もが安

心して使える施設の配置や構造・意匠等に配慮することとしています。

⑤ 「山形市高齢者保健福祉計画（平成１２年３月策定、計画期間は平成１２年度

から平成１６年度）」により、関係法令に基づき道路・施設のバリアフリー化

を進めるとともに、「まちづくりのための整備指針」を策定し総合的なバリ

アフリー化を進めることで、高齢者が自立した豊かな生活を送るための安全

で快適な地域づくりを図ることとしています。

⑥ 「山形市交通マスタープラン（平成１４年３月策定、計画期間は平成１４年度

から平成２３年度）」により、ノーマライゼーションをもとに誰もが市内の移

動が出来るような交通手段を確保することを基本として、バリアフリーによ

り安全快適な、道路空間の形成、公共交通機関の使用、駐車場の利用、徒歩・

自転車空間の形成を図ることとしています。

3 バリアフリー推進モデルの位置付け

バリアフリー推進モデルは、「障害者基本計画」、「第３次山形県障害者計画」、

「山形市障害者福祉計画」及び「山形県福祉のまちづくり条例」の趣旨及び整

備基準を尊重しながら、障がいを持つ方、障がい者を支援する方からなる山形

市福祉のまちづくり活動委員会とモデル地の方々（山寺地区の振興会、社会福

祉協議会、観光協会）の市民のみなさんが、市民の視点で山形市の福祉のまち

づくりの現状を点検し、またモデル地区でのバリアフリーのまちづくりを住民

主体で取り組む様子を、山形市健康福祉部生活福祉課が取りまとめを行ったも

のです。

注：山形市福祉のまちづくり活動委員会は、山形市福祉のまちづくり啓蒙事業

実行委員会と山形市バリアフリー推進チームが、平成１５年度に合同して誕

生した市民主体の福祉のまちづくり推進活動体です。山形市生活福祉課障

害福祉係も一員として参加しています。
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第Ⅱ章 現状と課題

1 これまでの山形市の対応と現状

山形市では、国際障害者年を記念して、昭和５６年に「障害者のための福祉環

境の整備に関する指針」を作成しました。この指針の性格は、建築物や道路、

公園・遊園地等の屋外施設について、障がいを持つ方が気軽に外出し行動しや

すい街をつくるために配慮すべき点を一般に啓蒙しようとしたものであり、本

市が行う公共事業であっても、当該指針に準拠することが義務付けられるもの

ではありませんでした。

平成７年度には、山形県が福祉のまちづくり整備指針を策定しますが、本市

においても同様の整備指針の策定が目指され、事前調査を行いました。しかし、

この時期に前後し、福祉のまちづくりに係わる各種法律が整備され、県条例も

施行されたため、本市の福祉のまちづくりは、これらの法律・条例に基づきを

進めていくこととし、山形市福祉のまちづくり整備指針の策定は見送られまし

た。

現在、新たな公共事業については、関係法令に基づき、また山形県福祉のま

ちづくり条例を尊重し、バリアフリー化が図られています。また、福祉のまち

づくり全般については、市民との共創による山形市福祉のまちづくり活動委員

会により取り組んでいるところです。今後は、既存の公共施設についてのバリ

アフリー化が求められていく状況です。

2 福祉のまちづくり啓蒙事業から見える課題

平成１４年度の山形市福祉のまちづくり啓蒙事業では、山形市立第三中学校ボ

ランティアによる自転車片付け隊が、また、広報で募集した一般市民の方が参

加する山形市福祉のまちづくり啓蒙事業イベントが取り組まれました。

参加者はアンケートや感想により、山形市の福祉のまちづくりについての意

見を述べています。

（１）山形市立第三中学校自転車片付け隊アンケートから

①山形市立第三中学校自転車片付け隊について

山形市福祉のまちづくり啓蒙事業実行委員会（現在の山形市福祉のまちづく

り活動委員会）の事業として、山形市立第三中学校の生徒約３００人により、平

成１４年７月８日から１０日の３日間、山形市内中心市街地の歩道に乱雑に置かれ

た自転車を整理するボランティア（自転車片付け隊）が行われました。

自転車片付け隊は、山形市の中心市街地の６コースの歩道を手分けして、乱

雑自転車を出来るだけ歩行の邪魔にならないように整理し、整理した自転車に

注意を呼びかける札を付けました。また、ゴミの拾い集めも行いました。

②アンケート及び集計について

アンケートでは、自転車片付け隊の感想（記述式）、福祉のまちづくりに必
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項目 個人の対応 市民ボランティア バリアフリーの実現 その他

件数 72 33 20 7

・自分たちのためだけじゃなく、町のみんなのために働くことが大事なんだと思いまし

た。そのために、自分からすすんで心がけようと思いました。

・一人一人の思いやり、自分以外の人の事を考えてみる。後先を考えた行動をする。

・まずは決まりを守る。ゴミはそこらへんに捨てるのではなくゴミ箱に捨てるという事

や、歩道は人が歩く所だから自転車は置かないという事などの決まりをしっかり守れ

ば、「福祉のまち山形市」を実現する事が出来ると思う。

・やはり一人一人が意識していかなければ行けないと思う。一人が動けばみんなも協力

して動くと思う。

・勇気

・目が見えないことや耳が聞こえないことが障がいなのではなく、その人達の生活を

奪ってしまう段差や階段が障がいなんだと思う。それが今回の場合が自転車だったか

ら、今日のように小さなことから一人一人が気をつければみんなが住みやすい町にな

ると思うし、福祉のまちも実現すると思う。

・やっぱり一人一人の自覚が大事だと思った。こういう体験を通して私も気をつけたい

と思ったし、皆にもわかってもらえるように呼びかけをしたり、また同じような体験

をしてもらうといいと思う。

要なもの（記述式）、駐輪についての意識

調査（択一式）を行い、参加者のうち１１６

名の回答がありました。

ここでは、「福祉のまちづくりに必要な

もの」を集計し、記述された内容を、思い

やりの心や実践といった個人の対応が必要

であるとしているもの、多くの市民がボラ

ンティアに参加し福祉のまちづくりを進め

ることが必要とするもの（ボランティアの

制度や仕組み作りが必要という回答も含

む）、広い歩道や駐輪場の整備といったバ

リアフリーの実現が必要とするもの、そしていずれにも属さないその他の４回

答に分類するという方法を取りました。回答が重複している場合は、それぞれ

に分類しました。

③アンケートの集計結果について

アンケートの集計は次のとおりです。

点字ブロックをおおい、歩道を狭くしても平気で置かれる自転車を片付けた

後の感想は、７２件が一人一人の自覚や思いやりが福祉のまちづくりに必要なも

のというものでした。

また、福祉のまちづくりを多くの市民のボランティアによって実現しなけれ

ばならないとする感想が３３件ありました。
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・一人一人の思いやりの気持ちが必要だと思う。ボランティアでそういう気持ちを広げ

ていきたいと思った。

・一人一人が心がける他、街が一貫してやるといい。また仙台市の「アレマ隊」などの

組織などが出来ればなお良くなると思う。

・まず、放置自転車は、なぜそこに止めちゃいけないのか全然わからないし理解できな

いから、みんなそこに止めてしまうのだと私は思う。七日町駐輪所の存在を、私自体

が知らなかったので、そういうのをきちんと、放置自転車の置いてある場所で宣伝す

るべきだと思う。それと放置自転車は、なぜ止めちゃいけないのか、説明するべきだ

と思う。

・小学生・中学生・高校生のボランティアをもっと盛んに行なうこと。山形市は、車椅

子のためのスロープが少ないと思う。

・どんなに注意しても、停める人がいなくならないのが現実だと思います。でもそんな

に悪気があって停めている人はいないと思います。「駐輪場が少し遠い」とか「そこ

まで行くのが面倒」くらいの軽い気持ちなのです。だから、歩道のスペースを充分確

保して、まだ余りのスペースがあるという所すべてに、自転車を停めてもよいという

スペースを設けたらいいではないでしょうか。

歩道を広くするや無料駐輪場を増やす等のバリアフリー化が必要とするのが

２０件でした。

④課題の整理

自転車片付け隊のアンケートから見える課題は、歩道の乱雑自転車に象徴さ

れるように、点字ブロック等のハード面での福祉のまちづくりを行っても、こ

の施設整備を活かし、福祉のまちづくりを実現するのは、その街に暮らす住民

の方々に他ならないということです。

また、歩道駐輪の対策にはユニバーサルデザインの発想が必要であることも

うかがえます。自転車の利用者は、自家用自動車等を利用できない交通弱者で

ある場合も少なくありません。どんな人にとってもやさしい街づくりであるた

めには、駐輪場まで自転車を移動することが苦痛だと感じる人々にとってもや

さしい街でなければなりません。

（２）平成１４年度福祉のまちづくり啓蒙イベント参加者アンケート等から

①平成１４年度山形市福祉のまちづくり啓蒙イベントについて

福祉のまちづくり啓蒙イベントは、

約２５０名の一般の市民の方々等の参

加を得て平成１４年１０月１９日に行われ

ました。

イベントでは、障がいを持たない

小・中学生が車いすを利用し山形市

の中心市街地を横断する「ふれあい

ラリー」、中学・高校生のボランティ

アによる「自転車片付け隊」、障が
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・車いすは予想以上に大変だった。いつも気がつかないところで、とまどうことがあっ

た。

・段差が多く、車いすでは不自由だ。

・車いすで横断歩道を通るのは大変だ。

・車いすは大変だ。障がいを持つ人の気持ちがわかった。

・楽しかった。段差が大変だった（押す人も乗る人も）。

項目 個人の対応 市民ボランティア バリアフリーの実現 その他

件数 28 18 63 17

項目 思いやりの心 手助け ボランティア参加 その他

件数 27 32 34 47

いを持つ当事者及び家族の方々が山形市の中心市街地のバリアな箇所を点検す

る「まちを歩き隊」が取り組まれました。

②「ふれあいラリー」参加者アンケート及び集計について

「ふれあいラリー」の参加者を対象に、啓蒙事業に参加しての感想（記述式）、

福祉のまちづくりに必要なもの（記述式）、福祉のまちづくりにあなたが出来

ること（記述式）についてアンケートを行い、参加者のうち１６７名から回答が

ありました。

集計は、回答された内容のうち福祉のまちづくりに係るものについて行い、

また、回答が重複している場合は、それぞれに集計しました。

③「ふれあいラリー」参加者アンケートの集計結果について

啓蒙事業に参加しての感想のうち、段差解消などバリアフリーの必要性に係

わる回答が２８件ありました。障がいを持つことの困難さ（３２件）や車いす利用

の大変さ（２４件）を感想としたものと合わせると８４件でした。

福祉のまちづくりに必要なものでは、記述された内容を、思いやり等の個人

の対応が必要であるとしているもの（自転車を歩道に置かない等も含む）、多

くの市民がボランティアに参加し福祉のまちづくりを進めることが必要とする

もの（市民の協力等の回答も含む）、段差の解消といったバリアフリーの実現

が必要とするもの（障がい者が住みやすい街づくり等の回答も含む）、そして

いずれにも属さないその他の４回答に分類するという方法を取りました。回答

が重複している場合は、それぞれに分類しました。

車いすで商店街を横断した後の感想は、やはり段差の解消や車いすが通りや

すい道の整備等のバリアフリーが必要とする回答が多く寄せられました。

福祉のまちづくりにあなたが出来ることでも、記述された内容を、思いやり

等の心を持つこと（自転車を歩道に置かない等も含む）、高齢者や障がい者の

方を手助けすること（席を譲るなども含む）、ボランティアに参加すること（自

転車を片付けるなども含む）、そしていずれにも属さないその他の４回答に分

類するという方法を取りました。回答が重複している場合は、それぞれに分類

しました。



第Ⅱ章 現状と課題

8

・路肩との段差について、セントラルの周辺で、車イスではちょっと大変な段差とゆる

やかでスムーズに渡れる段差があった。ゆるやかな段差は市が独自でやっているとの

こと。

・車イスの車輪は、前・後の大きさは利用者によって違う。前輪のタイヤが小さいもの

は側溝のグレーチングにはさまりやすい。

・十字屋の十字路は横断歩道まで遠いの

で早急な対策を。なお、市の話では県・

市・商店などで話し合いが始まってい

るとのことでした。十字屋でも自動ド

ア、身障者用のトイレ等を考えている

とのことでした。駅前（東口）にもエレ

ベーターが設置されました。その先に

も進んでほしいと思いました。

・駅前の商店は一人で車イスで入店するには大変な店が多く、段差解消や（店員の）声

かけ（手助け）がほしい。

・駅東口にあるトイレにも大人用おむつ交換ができるベッドがほしいと思いました。

・駅前大通りでは自転車の駐輪があったが、車イスでの走行には支障はなかった。一ヶ

所だけ十字屋横がきびしかった。歩道が広いことが、安心して楽しく町を歩けること

を実感しました。

・山形駅西にある公衆トイレについて、山形駅のすぐ側にあるのは便利であるが、車い

すの人は、トイレまでは登り傾斜になっ

ており、相当の力で車輪を回さないとド

アまでたどりつくことができない。よう

やくたどりついてドアを開けようとする

が、車いすが後退するようで安心してド

アを操作できない。ドアが開いても、今

度は開いたドアが止まってくれないので、

右の手で押さえないとトイレに入れない。

トイレから出るときはこの逆で、下り勾

配でスピードが出て危険である。これは、全盲の人についても言え、平らなところと

思って歩いてきたら急な坂になることや、その先にマンホールの蓋があるため、危険

なことが二つ続けてあることになる。

・山形駅前の歩道に立看板（店）が出ている。

・七日町道の歩道内を自転車で通行する者が多い。

・昨年から見ると今年は大部改善されているような気がした。

④「まちを歩き隊」参加者感想から

「まちを歩き隊」は、山形市身体障害者福祉協会及び山形市肢体不自由児者

父母の会のみなさんにより取り組まれ、山形市の中心市街地を徒歩により移動

し、通行の様子について感想をいただきました。なお、山形市道路維持課職員

が同行しています。
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⑤課題の整理

初めて車いすで山形市のまちを横断した後のアンケートから見える課題は、

車いすでの移動の困難さです。もちろん車いすに慣れていないことが一番大き

な理由でしょうが、段差にてこずり、横断歩道のデコボコに驚き、また車道を

横断することの大変さや恐怖がアンケートから伝わってきました。

わたしも街を歩き隊は、当事者の方々であり、切実な感想が寄せられていま

す。

最近整備されバリアフリー化されているはずの施設についても、利用者の視

点では、不十分な点があり、よりきめ細かなバリアフリー化が求められていま

す。また、ちょっとした心遣いで改善される障壁もあるようです。

施設整備によるきめ細かなバリアフリー化が急がれることと、福祉のまちに

しようとする心遣いによるバリアフリー化が必要です。
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3 山形市バリアフリー推進チーム提言書から見える課題

（１）山形市バリアフリー推進チームの活動とその方法

①山形市バリアフリー推進チーム

本市の依頼により、障がいを持つ方３人と、障がいを持たない方３人の市民

６人による山形市バリアフリー推進チームが、平成１４年５月に結成され、山形

市のバリアフリーを進めるための提言づくりに着手されました。

②山形市バリアフリー推進チームが取り組む目標とその手法

バリアフリーチームは、最初に、「山形市のバリアフリー化の方向性を、推

進チームの活動計画書作成とその実行を通じて提言書としてまとめる」ことを

目標とし、この目標達成のためには何が必要かというブレーンストーミングを

行い、８０枚のラベルに意見を集約し、また、参加者各人による８０の意見への重

みづけを行い、これを目標展開図（提言資料１）にまとめました。また目標展

開図から重点課題抽出（提言資料２）が行われ、取り組むべき課題の明確が図

られました。

③指定地区の調査

基本的な目標を確認した上で、山形市のバリアフリーの具体的な状況を本市

が指定した地区において点検調査を行いました。

指定された地区は、山形市小白川町２丁目の住宅地にあり、旧山形市立第一

中学校敷地跡に山形市福祉文化センター（身体障害者福祉センター併設）、山

形県総合社会福祉センター（山形県社会福祉協議会等の福祉団体が入居）が設

置され、また山形障害者職業センターや介護保険施設も近隣に整備されている

福祉施設が集中している地区で、シルバーゾーンとしての指定もなされている

区域です。
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施 設 に お け る バ リ ア

施設 点検箇所 バリアの内容 バリアによる不都合 バリアフリー化 場所

福
祉
文
化
セ
ン
タ
ー

障がい者用
駐車場所

駐車場所が狭い ドアが全開できず、
乗り降りに困難な場
合あり

駐車場所の面積を確
保

①

駐車場所が傾斜して
いる

車いすが勝手に動き
出し危険な場合あり

駐車場所の傾斜の改
善

ゼブラゾーンの表示
が無い

一般車輌が駐車し、
障がい者が利用でき
ない場合あり

障がい者駐車場表示
の徹底

側溝の蓋 グレーチングの目が
粗い

車いす前輪キャス
ターが、グレーチン
グの目に挟まり、動
けなくなる

目が細かいグレーチ
ングに換える

敷地への
出入り口

構造物の摩耗、破損
によるでこぼこ

車いす使用に不便が
ある

元の状態に改修する

銀

行

建 物
入 り 口

自動ドアではない 車いすに乗ったまま
ではドアを押し開く
ことはできない

自動ドア化（山形県
バリアフリー施設整
備助成費補助金の活
用）

②
スロープはあるが、
その途中にあるＡＴ
Ｍ入口の間には大き
な段差がある

車いす使用者はＡＴ
Ｍ入口を利用できな
い

段差の解消及び自動
ドア化

ス
ー
パ
ー

建 物
入 り 口

スロープがあるが急
勾配である

車いす利用者のうち、
上肢・体幹・移動障
がい等は利用できな
い場合がある

勾配を緩やかにする
（リフトを付ける）

③障がい者用
駐車場所

障がい者用駐車場所
（の表示）が無い

障がい者用駐車場所
が無いことによる不
便性や危険性がある

障がい者用駐車場所
を設ける

ト イ レ 車いす使用者に配慮
したトイレがない

車いす利用者はトイ
レを使えない

車いす利用者が使え
るトイレを設ける

▲敷地出入口のコンクリート等がボロボロで車イスの使用に
支障あり。

（２）指定地区の調査結果

▼グレーチングの目が粗いと車イス前輪キャスターが挟ってしまう。
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施 設 に お け る バ リ ア

施設 点検箇所 バリアの内容 バリアによる不都合 バリアフリー化 場所

ホ
テ
ル

建物内部 絨毯敷きのフローリ
ング

車いすの車輪が沈み
込み、移動しにくい

車いす使用者に配慮
した工夫を行う

④
ト イ レ 車いす使用者に配慮

したトイレがない
車いす利用者はトイ
レを使えない

車いす利用者が使え
るトイレを設ける

周

辺

道

路

路 肩 車歩道が分離されて
いない

車いす利用者や歩行
困難者にとっては危
険

何らかの方法で車歩
道分離する

－

歩道として使用しな
ければならない箇所
に電柱・消火栓が設
置されている

特に車いす利用者は、
車道側を通り抜ける
ことになり危険が増
大

何らかの方法で充分
な歩道空間を確保す
る

バ ス 停 シルバーゾーン・身
体障害者福祉セン
ターへアクセスする
バス停としては、配
慮がない

バス停の位置、また
乗降のための空間や
待合場所（室）が無
いことにより、高齢
や障がい者が快適に
バスを利用すること
が困難

バス停位置を変更し、
乗降空間、待合場所
（室）などを設ける

交 差 点 交通量が多く、また
自転車等の交差点利
用者も多いが、車歩
道分離がなく、また
信号を待つ場所が狭
い

車いす使用者等は信
号待ちの間、危険に
さらされる場合あり

何らかの方法で歩道
空間を確保する

▲

歩
道
が
な
い
と
車
イ
ス
は
危
険
、
電
柱
も
バ
リ
ア
。

▲車・歩道分離が安全の基本です。



第Ⅱ章 現状と課題

13

運 用 に お け る バ リ ア

施設 点検箇所 バリアの内容 バリアによる不都合 バリアフリー化 場所

県
福
祉
セ
ン
タ
ー

点 字
ブロック

周辺歩道には点字ブ
ロックが敷設してあ
るが、施設敷地への
誘導はない

点字ブロックは機能
していない

連続性のある点字ブ
ロック敷設に改修す
る

⑤点 字
ブロック

敷地内には、駐車場
から建物に誘導する
点字ブロックが敷設
してあるが、自動車
が駐車すると覆われ
てしまう位置にある

点字ブロックは機能
していない

点字ブロックが機能
するように改修する
か、自動車の駐車位
置を工夫する

シ

ル

バ

ー

ゾ

ー

ン

シルバー
ゾ ー ン
表 示

２、３カ所に高齢者
と思われる顔をあし
らったマークの下に
シルバーゾーン表示
がある

表示の意味するとこ
ろが良くわからない

シルバーゾーンの位
置づけの再検討と徹
底

－消 防
ポ ン プ
車 庫

シルバーゾーンの中
または近接する場所
に消防ポンプ車庫が
ある

シルバーゾーンにあ
ることにより、緊急
出動などの場合には、
シルバーゾーンの利
用者にとって危険な
存在となる恐れもあ
る

シルバーゾーンの位
置づけの再検討と徹
底

▲せっかくの点字ブロックも利用できない。
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１．バリアとは…（バリアの定義の試み）

私たちを取り巻く社会には次のような【六つのバリア】が存在すると設定しました。

（ａ）交通機関、建物における＜物理的なバリア＞

（ｂ）雇用や資格などにおける＜制度的なバリア＞

（ｃ）情報公開の欠如における＜情報的なバリア＞

（ｄ）周囲の偏見、差別などにおける＜意識的なバリア＞

（ｅ）設備の設置改造のための資金不足などにおける＜経済的なバリア＞

（ｆ）国．地域の違いなどにおける＜文化的なバリア＞

２．望ましいバリアフリー社会

バリアフリーのまちづくりの推進とは、以上のバリアからの解放を目指すものであり、

望ましいバリアフリー社会を次のとおり表現します。

【住みなれた家住みなれた地域で年をとっても障がいを持っても「自分らしい暮らし」

を営むことが出来るように福祉居住環境・医療・健康・等、生活に関連するあらゆる分

野において問題点やニーズを発見し上記六つのバリアをとり除き豊かな生活環境づくり

をめざす】

この内容を図に表現すると次のようになります。

（３）山形市バリアフリー推進チームの課題の整理
指定地区の調査からは、最も配慮があるべき福祉施設においても、実際にバ

リアフリーの欠如が示されました。

調査の結果により示されたのは主に物理的なハード面でのバリアですが、こ

うしたバリアフリーの欠如が、気付かれること無く、放置されていることは、

利用者や管理者がバリアフリーに思い至らないというソフト面での課題も浮か

び上がります。

山形市バリアフリー推進チームでは、望ましいバリアフリー社会とその実現

に向けたコンセプト、及び具体的なビジョンを次のように提案しています。
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３．バリアフリーのまちづくり推進コンセプト

望ましいバリアフリー社会を実現するために、バリアフリーのまちづくりの推進とし

て取り組まれる山形市の諸施策や市民活動に係るコンセプトを次のとおり提案します。
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年齢 0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～

人数 107 177 160 141 205 261 243 250 174

山寺地区年齢別人口

第Ⅲ章 バリアフリー推進モデルの策定

1 モデル地区について

（１）山寺地区を選定した理由

山寺地区をモデル地区として選定した第一の理由は、山形市バリアフリー推

進チームのメンバー（視覚障がい者）が山寺地区の住民であったためです。地

域の方々の協力を得て、自分が住む地区のバリアフリー化を進めていきたいと

いう動機がありました。

第二の理由は、山寺地区が観光地であること。そして観光地でありながら、

障がい者用公衆トイレが一部破損したまま放置してあるという具体的な課題が

あったためです。ここで掲げる公衆トイレは、山寺地区全体のバリアフリーを

象徴するものでした。

第三の理由は、山寺地区は高齢化が進み、バリアフリーは多くの住民にとっ

て大きな課題になっていることでした。

（２）山寺地区の概要

①高齢の地

山寺地区の人口は、平成１２年度の国勢調査では４２７世帯、１７１８人（同年１０月

１日現在）。

このうち６５才以上が５５６人で高齢化率は３２％となり、３人に１人が高齢者で

した。同年度の山形市全体の高齢化率は１９．６３％（同年４月１日現在）と比較

しても、高齢化が進んだ地区といえます。

山寺地区には身体障害者手帳を交付された方が９０名（山寺地区住民の５％）

あり、そのうち７０名程度の方が６０歳以上です。また、６０名程度の方が比較的重

度の障がい者である１級から３級の身体障害者手帳の交付を受けています（平

成１６年３月現在）。身体に障がいを持つ方の多くは、高齢化、重度化している

ことがうかがえます。

②観光の地

山寺には毎年７０万人以上の方が訪れます。そのうち、夏休みシーズンの７月・

８月に２０万人の方が、秋の紅葉シーズンの１０月・１１月に３０万人の方が訪れます。

また、山寺を訪れる人の４分の３が自家用車を利用し、４分の１がバスやタク

シー等を利用しています（山形市観光物産課資料より）。

このように、観光客の多くが、ある時期に集中し、また自家用車を利用する

ため、交通渋滞が山寺地区の大きな課題となっています。交通渋滞は観光客の

受け入れに影響があるとともに、地区の住民生活の快適性や安全面の確保から

も大きな支障となるものです。
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（３）山寺地区モデルエリア
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③山寺駅と駐車場

山寺駅で乗車する人数は、２４５３百人、一日平均６７２人です（平成１３年度ＪＲ

東日本仙台支店資料）。

最近の特徴は、山寺地区以外の方が仙台への通勤等のための利用が増えてい

るのではないかということでした。このため、山寺駅の周辺の駐車場は、パー

クアンドライドとして、通年を通した利用があるということでした（山寺地区

振興会談話）。
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2 策定の手法と現況

（１）現地調査

①実施日

事前調査 平成１５年９月１９日

現地調査 平成１５年９月３０日

②調査参加者

現地調査に参加したのは、山形市福祉のまちづくり活動委員会９名、山寺地

区の振興会、観光協会、社会福祉協議会、福祉協力員、山寺公民館職員の９名、

山形市健康福祉部生活福祉課職員２名の合計２０名です。

③調査方法と対象エリアの特徴

モデルエリアを東西に流れる立谷川を境にして２班に分かれ、現地調査をし

ました。

現地調査後直ちに、参加者全員が、点検メモを作成し、事務局に提出しまし

た。

立谷川の左岸（南側）は、山寺駅を中心に宿泊施設があり、また派出所や郵

便局、公衆トイレ等の集積や、近年の道路整備により公共的空間の確保がなさ

れているのが特徴です。

立谷川の右岸（北側）は、山寺立石寺があり、またその麓の狭い地域におみ

やげ屋や食堂等の観光資源が集積しているのが特徴です。

（２）調査結果の検討方法

①点検メモの重み付け

事務局は、提出された点検メモを整理し、１０９項目のラベルにまとめました。

調査参加者を対象に、この点検メモの整理結果についての中間報告会を平成

１５年１２月１８日に開催しました。この中間報告会では、１０９項目について、参加

者による重要度の点数付け（重み付け）を行いました。

②目標展開図

重み付けられたラベルは、目標展開図（山寺資料１）にまとめられました。

これは、参加者の総意を表すものと位置づけられます。

③調査結果の確認

まとめられた目標展開図と、そこから読みとれる調査結果の概要について、

平成１６年１月１３日に報告検討会を開催し、山寺地区関係者をはじめとする調査

参加者による検討が行われました。

（３）モデルエリアのバリアの現況

以上の調査の結果、まとめられたモデルエリア内のバリアの現況は次の通り

です。

①ＪＲ山寺駅

入り口は段差がある。

駅舎内は待合室から改札、ホームへの階段までは平坦路である。

しかし、山寺駅舎は台地の下部にあり、ホームと線路は台地部分にあるため、



第Ⅲ章 バリアフリー推進モデルの策定

21

ホームへ行くためには必ず階段を使わなければならない。エレベーター、エス

カレーターはなく、車いす利用者がホームに行くためには、駅員が持ち上げて

運ぶことになる。しかし、山寺駅には常駐する駅員は１人であり、１人では車

いす利用者を持ち上げ運ぶことはできない。車いす利用者が山寺駅の階段を使

用するためには事前に通告しなければならない。事前通告があれば山形駅から

応援が来る。

山寺駅に限らないが、通常の階段では段差が目立たず、弱視者には、けあげ

と踏み面の区別がつかない。

山寺駅には山寺の観光案内がない。

②山寺公民館

公民館への坂道は、途中で休憩用のベンチがほしいほど急すぎる。

車いす利用者などのためにスロープ状の通路が設置されているが、駐車場か

らの誘導案内もなく、その存在は目立たない。また、スロープ通路の入口部分

には車いすの前輪キャスターが食い込んでしまう程度に格子目の粗いグレーチ

ングが設置されている。スロープには手すりがない。

外玄関のドアは自動ドアだが、内玄関の開きドアは子供や高齢者では開閉で

きないほど重い。

③山寺駐在所

山寺駐在所は、山寺を一望できる場所にあり、また山寺駅近くでもあり、そ

の建物も山寺地区にマッチしており、公衆トイレが設置してあれば、観光資源

の役割も期待できる。

山寺駐在所は、道路から玄関まで間は車いすを自走させるにはやや困難な傾

斜がある。

④山寺郵便局

郵便局は、絵はがきや記念スタンプなど、観光客も利用する施設であり、ト

イレの開放やちょっとした休憩場所が欲しい。

⑤宝珠山立石寺

根本中堂までは車いすでも行けるが、その案内や宣伝がない。

奥の院や五大堂については車いすや高齢者が拝観できるような工夫がない。

⑥宝珠橋公園公衆トイレ

非常ベルのスイッチ位置が入口寄りにあり、トイレに腰掛けていては使えな

い。また、このため、誤って押してしまうことも多い。

便座が外れていた（固定具が壊れていた）が、みんな使うトイレであれば、

誰かが苦情を言うはず。せっかくの設備が使われていない。使われていないか

ら壊れても気付かない。壊れっぱなしだから、使いたくても使えない。ますま

す使う人がいなくなる。

⑦商店街

多くの商店の入口は、道路と段差が大きくて、車いすでは入れなかった。ま

た、段差を乗り越えたとしても、車いすで中に入れる商店はほとんどなかった。

車いす用トイレがあるお店は１件。ただ、中は狭く、身動きができないのは

残念だった。その外の商店では、車いす利用者が使えるトイレがなかった。
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⑧歩道

歩道のちょっとした段差が、車いす利用者や足腰が弱った者にとっては辛く、

危険だ。また、歩道が狭く、傾斜し、車イスでは通行しにくい。

点字ブロックが敷設されていない。弱視者は、危険回避のため、歩道の段差

部分に表示が必要。

個人宅の車庫進入のために歩道が切り下げられているが、これが歩きにくい

ほどの起伏を作っている。車いす歩行にも支障がある。

歩道に駐車している車が多く驚いた。

⑨道路

商店街の道は車歩道分離なっていない。

側溝のふたが壊れている。また、側溝のグレーチングの目が粗く、車イス前

輪キャスターが入ってしまう。

商店街に横断歩道が無い。

⑪自動車

狭い地域なのに車は多く、道路横断は常に危険が付きまとうほどのスピード

で行き交う。

大型バスが狭い道路いっぱいに進入してくるさまは恐怖さえ覚える。

⑫観光

観光ボランティアが少ない（目立たない）。

観光案内所が目立たない。

観光協会観光案内所は段差があって車イスでは入れない。

3 バリアフリー推進モデル「げんきであったか山寺づくり」

（１）まちづくりの目標

調査結果の検討から、山寺地区におけるバリアフリーのまちづくり推進の目

標は、

「山寺に住んでいる人たちの生活環境と観光地としての環境が共生・共存可

能なモデルを作成し、その実行を目指す」と設定されました。

山寺地区が観光地でありながら、一方ではきわめて高い高齢地区であるため、

観光地としての環境の整備と、生活環境のバリアフリー化とが、共生共存する

将来モデルを作成することを目標に据え、併せて実行を目指していくことです。

点検結果にも表れているように、例えば、大型バスの進入は地区の住環境か

らは好ましくないことですが、観光面からは立石寺まじかまで乗り入れること

は、観光客の利便性を高め、観光地としての評価を得るものと考えられます。

観光地としての環境整備と高齢地区としての生活環境整備の共生共存を、地

区の知恵でモデル化し、実行に移すことが、目標とされました。

（２）重点課題

この目標を達成するための重点課題は、①地域住民の意識改革、②まちづく

り手法についての検討、③施設等のバリアフリーの推進に整理されました。
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目標展開図を整理し、得られた結果ですが、その内訳は重点課題抽出表（山寺

資料２）の通りです。

（３）バリアフリー推進モデル 「げんきであったか山寺づくり」

①地域住民の意識改革

モデル地区のバリアフリーを進めるにあたり、なにより住民意識の改革が必

要であることが確認されました。

意識改革は目標として、「行政施策との連携・協働の方法を検討」と「ユニ

バーサルデザインの持つ多様性の活用」が掲げられました。

「行政施策との連携・協働の方法を検討」は、公共事業による施設整備には

限界があるため、行政施策で不充分な点は住民自らの力で補う必要があるとす

るものです。

また、「ユニバーサルデザインの持つ多様性の活用」は、狭い道路を占有し

てしまう不法駐車が少なくないが、これは地域住民にも観光客にも不快・不便

である。住民モラルの向上には、「誰にとっても良いこと」という視点からユ

ニバーサルデザインをキーワードにした意識改革策が必要というものです。

これらの意識改革の目標に向け、具体的な取り組みを行う住民による活動体

を設置します。

②まちづくりの手法についての検討

山寺地区は観光の地でもあり、福祉のまちづくりを検討する場合には、観光

地としての環境充実と、住民の生活環境としての充実の、それぞれが満たされ

なければなりません。このため、バリアフリー策の検討にあたっては、検討内

容の周知と合意形成のプロセスが重要です。

また、施設整備等のハード面の改善には、財政面が伴わなければ前には進め

ず、時間が必要です。ハード面の改善に頼るだけではなく、バリアフリーをソ

フト面で実現する知恵と工夫も必要です。

このように、山寺地区のまちづくりの手法を検討する住民による活動体を設

置します。

③元気な山寺実行委員会の設置

以上のように、モデル地区のバリアフリーを進めるためには、何より山寺地

区の方々の取り組みが欠かせません。

山寺地区におけるバリアフリーのまちづくりを推進し、観光の振興と地域の

活性化をめざし、「地域住民の意識改革」と「まちづくりの手法についての検

討」を行う住民による活動体として、山寺地区振興会がコーディネート役とな

り、元気な山寺実行委員会（仮称）を立ち上げます。

④施設等のバリアフリーの推進

現地調査や検討会の結果、改善検討をするバリアとその検討の方向について

は、次の表の通りまとめられました。

今後、元気な山寺実行委員会（仮称）により、①地域住民の意識改革と②ま

ちづくりの手法の検討を柱にした具体化への取り組みが目指されます。
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施設 点検箇所 バリアの内容 バリアによる不都合 検討方向

観

光

観光案内 観光案内所が目立た
ない。

パンフレットなどの
観光情報が行き渡ら
ず、山寺の良い点を
アピールできない。

観光案内所をもっとＰＲす
る。目立つ看板の設置等。

多くの場所で観光マップを
配布するようにする等の工
夫。

観光ボランティアが
目立たない。

観光ボランティアを積極的
に運営する等の対応。

観光案内所には段差
があって車いすでは
入れない。

車いす利用者や足腰
の弱った高齢者のこ
とを考慮していない。

段差の解消。また入口にイ
ンターホンを付け職員が手
助けするなどの心遣いの実
現。

商

店

街

建物入口 商店入口には大きな
段差がある。

車いす利用者等は乗
り越すことができず、
入れない。

施設の改善の必要性等につ
いて事業主の意識の転換を
促す取り組み。

建物内部 商店等の内部通路幅
が確保されていない。

車いすでの入店・移
動が困難。

建 物
ト イ レ

商店等のトイレは車
いす利用者への配慮
がない。

車いす利用者はトイ
レを借りられない。

歩

道

・

車

道

歩 道 歩道が狭く、傾斜し
ている。

車いすでは通行しに
くい。

歩道の整備は、地形上の制
約もあり、早急な対応は困
難なため、ガイドヘルパー
等のボランティア対応する
といったソフト面での取り
組み。
段差部分を目立たせる取り
組み。

点字ブロックが未敷
設。

視覚障がい者は歩道
を利用できない。

歩道の段差部分に目
立つ表示がない。

弱視者が段差につま
づく恐れがある。

道 路 側溝の蓋が壊れてい
る。
側溝のグレーチング
の目が粗い。

車いすの前輪キャス
ターが食い込み、身
動きがとれない、前
方に転ぶ等の恐れが
ある。

歩行の支障になるグレーチ
ングをリストアップし、取
り替える。

自

動

車

バ ス 大型バスが狭い道路
いっぱいに進入して
くる。

歩行者が危険にさら
される。

大型バスの中心部乗り入れ
を禁止する。また、大型バ
ス駐車場の確保と、駐車場
から立石寺までの遊歩道を
演出する。

観光地山寺でのそぞ
ろ歩きを台無しにす
る。

自家用車 狭い地域を、多数の
車がスピードを出し
て行き交う。

横断に危険がつきま
とう。

自家用車の通過を制限する
等。また、自家用車が通行
しなければならない道では、
スピードを出さないような
工夫をした道路整備で対応。

観光地山寺でのそぞ
ろ歩きを台無しにす
る。

自家用車が歩道に乗
り上げ駐車している。

歩道の機能を失わせ、
歩行者を危険にさら
す恐れがある。

不法駐車の排除を徹底する
ための、住民モラルの向上
を取り組む。

観光地山寺でのそぞ
ろ歩きを台無しにす
る。

（４）山寺地区バリアフリーのまちづくり推進モデル
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施設 点検箇所 バリアの内容 バリアによる不都合 検討方向

Ｊ

Ｒ

山

寺

駅

建物入口 正面入口に段差があ
る

車いす利用者や足腰
の弱った人にとって
は不都合

段差の解消や、段差がバリ
アになる人は段差がない出
口からの進入を認め、その
旨を表示する等の対応。

建物内部 ２番ホームへは階段
を利用しなければ行
けない。エレベータ
やエスカレーターが
ない。

車いす利用者は、駅
員により車いすごと
持ち上げられ、階段
を上るしか方法がな
い。

エレベータやエスカレー
ター等の設備整備。
必要なときにＪＲ山寺駅を
応援する地元ボランティア
の組織化。

山寺駅の駅員は一人
である。

階段を上るため、車
いすを持ち上げるた
めには３名の駅員が
必要であり、事前に
通知しなければ手配
できず、階段も上れ
ない。

階段の段差が目立た
ない。

弱視者は、段差の様
子がわからず、つま
ずく恐れがある。

段差を分かり易くするため、
段鼻に色を付ける等で目立
たせる。

山

寺

公

民

館

建物外部
通 路

車いす利用者等のた
めにスロープ通路が
あるが、案内表示が
ない。

スロープがあっても、
利用されない。

スロープへの誘導案内表示
等の整備。

スロープ通路の入口
は、側溝が横切って
いるが、そのグレー
チングの目が粗い。

車いす前輪キャス
ターが食い込んでい
まい、身動きがとれ
なくなる。

目のこまいグレーチングに
取り替える。

スロープ通路の外側
には手すりやガード
レールが設置されて
いない。

高齢者等の歩行に支
障がある。

利用者の多様性を考え、例
えば高さの違う２段になっ
た手すりを設置する。同様に、スロープ通

路から転落する恐れ
もある。

建物入口 玄関西側階段部分に
低いが段差がある。

低いため、かえって
段差があることがわ
からず、つまずく。

段差の解消や、段差解消な
るまでの間、段差を目立た
せる工夫。

宝

珠

橋

公

園

公

衆

ト

イ

レ

建物設備 非常ベルの位置が入
口寄りにある。

トイレに腰掛けてい
ては手が届かず、必
要なときに非常ベル
を押せない。

非常ベルスイッチ位置を改
善。

出入りの際の誤って
押してしまう。

トイレの便座が壊れ
たままになっていた。

トイレが使えない。 いつでも誰でも気持ちよく
使えるトイレにするため、
誰でも使って良いトイレで
あることを宣伝。

トイレ清掃のボランティア
を組織する等、地元の維持
管理体制を強化。

トイレの便座が壊れ
易い恐れがある。

車いす利用者が便器
に座る場合、体を支
えることが難しく、
どしんと座らざるを
得無い場合があり、
このため、普通の便
座だと壊れやすいこ
とが考えられる。

壊れにくい便座（トイレ）
にする。
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山形市のバリアフリー化の方向性を、推進チームの活動
計画書作成とその実行を通じて提言書として纏める。

バリアフリー
化のための基
本
アプローチの
確立

バリアフリー
化社会のある
べき姿（方向
性）を設定す
る

（Ｌ‐２）

・生活様式
・設備様式
の両立

バリアフリー
化が日常にな
る環境（風景）
作りが理想：
今は非日常で
ある。

（ハワイの例）
障害者も街の
生活・営みに
とけ込んでい
て、目立つこ
となく、さり
げなくあたり
まえのシーン
が多かった

視覚障害者も
街に出られる
環境が不足し
ている
（例）スーパー
にも対応して
くれるサービ
スの仕組み
（ジャスコ北
店）

街づくりの基
本的考え方を
まとめる

街づくりの基
本は見ため、
新しさだけで
はダメで、使
い易さ（ソフ
ト）への配慮
が不可欠
（例）成沢バ
イパス地下道
は新たなバリ
アを作ってい
る

街づくりに於
ける美化の視
点がバリアを
作ることもあ
る

（Ｌ‐３）

道路新設、改
良は美観だけ
でなく実際に
歩いて歩きや
すい道路を
（身障者・高齢
者にとって）
考慮すべきで
ある

自然の物をこ
わさないで＆
なるべく既存
のものを生か
して改造した
らどうか

（Ｌ‐４）

障害者もして
もらう発想か
ら「自分でや
る」「他人に
してあげる」
への転換が大
切

障害者も自分
できる事はや
るという気持
が大切

障害者だから
出来ないとい
う事は無い、
可能性を見い
出す事にチャ
レンジする

障害者も外に
出てみるとい
ういろいろな
発見・出合い
がある

「がんばらな
いけであきら
めない」とい
う言葉に障害
を持った時の
想いがある

障害者になっ
た時に大切な
ことは「自分
も何かできる
のではない
か…」という
プラス指向と
意識・気持の
転換である。

障害を持つこ
とで「違った
生き方」をで
きたという考
え方にたてた

障害者となっ
ても健常者の
時よりも行動
的になる事例
もある

障害者になっ
てからの方が
外出する様に
なった

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐２） （Ｌ‐２） （Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）
（Ｌ‐３）

障害者の肩を
おす人も必要

周囲の暖かい
「はげまし／
協力」が障害
者にとって有
難い

障害者の方へ
の励ましが大
切、外へ出る
きっかけを見
つける
周囲で作って
あげられる事
がないか？

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）

市民のバリア
フリー意識の
レベルアップ
を図るための
いくつかの行
動を検討＆実
行したい

・車イスでの
１００円バス乗
車

・主要バス停
（市役所前、
山形駅前、千
歳公園など）
での高齢者ボ
ランティアに
よるバス案内、
介助

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）

健常者及び障
害者・高齢者
の意識も変わ
る（変える）
必要がある

（Ｌ‐３）

（Ｌ‐４）

バリアフリー
化調査はより
人が集まり、
施設が多い所
を選ぶべき

シルバーゾー
ンの選び方で
は、人の良く
集まる所で設
定してもらい
たい

（例）
・市役所近辺
・七日町

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）

既存施設のバ
リアフリー化
調査時に、バ
リアフリー化
された施設の
稼働率（利用
状況）調査も
対策推進のポ
イントになる

いくつかのバ
リアー参考事
例

霞城セントラ
ルは迷路、ド
アが重い

（Ｌ‐２）

七日町にフ
ラットな駐車
場はできない
のか（市役所
前、まわりの
駐車場は一人
では使えな
い）

食堂のドアが
重い（市役所）

市の障害者用
駐車場 狭く
入りにくい
（水道部の車
がとめてあっ
た）

（Ｌ‐３）

視覚障害者も
一人で歩ける
環境はほとん
どないといえ
る

街の中の施設
の多くは障害
者駐車場のあ
り方車イス使
用の方法（ド
アを広く開く
ため）などの
視 点（ソ フ
ト・運用）が
欠如している

現状調査の実
施と問題解決
のための方策
の立案

交通機関、建
物における

＜物理的な
バリアー＞

雇用や資格な
どにおける

＜制度的な
バリアー＞

情報公開の欠
如における

＜精神的な
バリアー＞

バリアーの定
義を整理し理
解した上で推
進していくこ
とが必要だ

（Ｌ‐１）

（Ｌ‐２）

周囲の偏見、
差別などにお
ける

＜意識的な
バリアー＞

設備の設置、
改造のための
資金不足にお
ける

＜経済的
バリアー＞

（Ｌ‐０）

（Ｌ‐１） （Ｌ‐１） （Ｌ‐１）

提言書の内容
（コンテンツ）
の検討

不便なことや
不都合なこと
ははっきり
言ったほうが
いい

障害者同士の
団体の交流、
情報交換はう
まくいってい
ないのではな
いか

情報のバリア
がありほしい
人に情報がい
かない

（Ｌ‐３）

バリアフリー
化推進事例集
を作る（内外
事例）
・バリアー事
例

・バ リ ア フ
リー化事例

これまでの
様々な形で
様々な人々が
実施した調査
データの活用
を図る

健常者から障
害者になり、
その後の生活
のあり方経験
を纏めるのも
参考になる

バリアフリー
化推進施策の
内容を行政内
部へ発信し、
職員の意識改
革へ活用して
もらう

行政は、福祉
サービスにで
きるだけ高齢
者、障害者の
活用を図り、
自らは企画・
管理業務を担
当するような
意識改革が必
要

（Ｌ‐２） （Ｌ‐２） （Ｌ‐２） （Ｌ‐２）

（Ｌ‐３） （Ｌ‐３）

バリアフリー
化推進のため
には橋渡し機
能（コーディ
ネーター）が
必要

障害者・高齢
者のための
様々な福祉関
係機関団体間
の連携不足が
散見されるの
で橋渡し機能
が必要

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）

障害者・高齢
者を対象とし
た福祉施策の
現状の課題を
まとめ、提言
に組み入れる

福祉機関・団
体の代表者が
名誉職や天下
りになってい
る現状の改善
と（若返り・
任期制などの
採用）を図っ
て新しい風を
入れる必要が
ある

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐３）

情報の受発信
の仕組みの調
査と改善提案
の実施

バリアフリー
化方策の基本
的な考えを検
討してまとめ
る

大きく変える
（直す）のでは
なく使い易く
する工夫（発
想）が大切

（Ｌ‐２）

（Ｌ‐４）

小さな改善で
大きな効果を
（費用対効果
の発想の導入

これまでの街
づくりや施設
改善・設計時
の意見聴取
（バ リ ア フ
リー化対策と
して）は形式
的なことが多
かった。設計
前即ち基本的
計画時からの
参画が必要で
ある

（Ｌ‐２）

街づくりに高
齢者・障害者
を参画させる
発想が必要

バリアフリー
化推進体制＆
方策の検討及
び立案

（Ｌ‐１） （Ｌ‐１） （Ｌ‐１）

情報のバリア
が高い

情報の伝達が
少ない障害者
の方へ伝える
方法を考えな
ければならな
い（トップの
決断だけで決
定してもらい
たくない）

（Ｌ‐４）

障害者になっ
ての経験を話
してもらい
テープに取り
情報発信のメ
ニューに加え
る

バリアフリー
化施設ガイド
マップのバー
ジョンアップ
（山形市内
分）は通信手
段（往復ハガ
キ）の活用で
可能

街をぶらり散
歩して（調査
までもいかな
くても）感想
などをまとめ
てもいいので
はないか（い
ろいろな立場
の人が）

福祉関連団体
に参画してい
る責任者は軽
度障害の方が
多く（高齢者）
かつ柔軟性に
欠けることが
多く重度障害
者の意見が吸
い上げられに
くい

障害者等の会
長職は２年～
４年で変わる
事で、情報公
開につながる

行政・社協・
身障協その他
の機関間のバ
リアをとる

身体障害者の
会の役員の意
識を変える

（Ｌ‐４）

（Ｌ‐３）

バリアフリー
化対策を検討
する際は、バ
リアーの理解、
障害の種類・
程度など複眼
的な発想、ア
プローチが重
要

（Ｌ‐２）

障害者間の協
力という発想
もある
例：車イスを
視覚障害者が
押す

（Ｌ‐３）

提言資料１ 目標展開図

国、地域など
の違いなどに
おける

＜文化的
バリアー＞

（Ｌ‐３）

Ｌ‐０ １

Ｌ‐１ ４

Ｌ‐２ １７

Ｌ‐３ ５３

Ｌ‐４ ２１

Ｌ‐５ １３

Ｌ‐６ ０

計 １０９
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地域の各種
関係機関・
団体・個人
の制約を乗
り越えた連
携・協働

（Ｌ‐３）

山寺駅は車
イスの人が
来ると別の
駅から応援
を頼まなけ
れば対応で
きないとか。
地域の人々
との連携・
協働（ボラ
ンティア）
のしくみが
あれば（共
創）山寺方
式として発
信できる
②‐Ｃ

山寺駅まで
の商店街道
路は昔なが
らの趣きが
あって好き
です（駅前
広場の赤い
だるま型ポ
ストが出迎
えてくれた）
ホームへの
階段には最
低３人（安
全をみると
５人）の介
助が必要と
なる
①‐Ｅ

観光案内所
の機能とし
て身障者対
応のサービ
スがあれば
と思わせな
いやさしい
街づくりが
出来ないも
のか
②‐Ｃ

（Ｌ‐４）

＊“もてな
い心”で助
け合い、自
助努力を
＊誰にとっ
ても住み易
いＵＤの考
えを
①‐Ｆ

（Ｌ‐２）

狭い道路を
車が占有す
るケースな
どから、「福
祉のまちづ
く り」は
ハードにこ
だわらず、
むしろソフ
ト（運用、
しくみづく
り）＆住民
の意識醸成
が重要
②‐Ｅ

観光地とし
て、お客様
を迎え入れ
る体制（し
くみ、運用
システム）
が不十分と
いう印象
①‐Ｄ

（Ｌ‐４）

ユニバーサ
ルデザイン
の持つ多様
性の活用

歩道をふさ
ぐ車の駐車
が見られ、
住民のモラ
ルの改善が
望まれる

②‐Ｈ

歩道（本当
は車のため
の識別線の
外側）スペー
スに店舗営
業用資機材
が置かれて
いて通行を
阻害してい
るケースが
散見される
�意識向上

①‐Ｅ

（Ｌ‐４）

まちの中の
古い歩道や
道路は、山
寺地区に限
らず私の住
む桜田界隈
も同じで、
住んでいる
人、生活し
ている人の
意識向上と
創意と工夫
は生まれ、
コ ミ ュ ニ
ケーション
を密にする
ことで課題
解決の道は
開ける
①‐Ｅ

物理的に出
来ないもの
はともかく、
経済的理由
にしないで、
しくみやソ
フト（人々
の心・やる
気）を活用
してできる
ところから
改善してい
くべき
①‐Ｂ

ＪＲで来ら
れる方、車
で来られる
観 光 客 へ
「歩けるマッ
プ（参考図
有り）を作
る ＊行き
はこちら、
帰りはこち
らの案内板
を交番、郵
便局等公的
施設に
＊休み場所
（人）・情報
をもらえる
場所（人）を
置く
①‐Ｄ

（Ｌ‐５）

駐在さん不
在時に自衛
パトロール
の詰所にす
る運用も検
討する
①‐Ｄ

ボランティ
ア（有償も
含めて）の
しくみづく
りにより行
政に頼らな
い解決方法
もある

有償（ボラ
ンティア・
その他）の
しくみをつ
くる
（例）１，０００
円／日・人
分担：市行
政・観光・
寺・ＪＲ・
警察で各々
１／５負担
①‐Ｂ

（Ｌ‐５）

地域・機関
などによる
担当化や強
制ではない
やりたい一
人から始め
るボランティ
アを募る

①‐Ｄ

ＪＲ施設に
観光ボラン
ティアの拠
点を設定し
ては

①‐Ｄ

公衆トイレ
の応援団を
障害者団体
が有償ボラ
ンティアな
どで担当す
るしくみは
どうか

①‐Ｄ

（Ｌ‐５）

観光ボラン
ティア（住
民の方々）
が 支 え る
「おもてな
しの心」に
基づき高齢
者、障害者
の生き甲斐
にもつなが
るしくみを
つくる
①‐Ｄ

観光地山寺
は山形市内
としても重
要な場所、
地元以外か
らのボラン
ティア募集
（生きがい
創り）をし
てはどうか
①‐Ｄ

ボランティ
アが少ない
場合は荒谷
地区とか、
山形市内か
ら募集も実
施する
①‐Ｄ

（Ｌ‐５）

山寺の歴史、
その他を知
り説明でき
る勉強会を
実施する

①‐Ｄ

（Ｌ‐３）

行政の施策
で充分でな
い部分を生
活者自らの
力で補う考
えが必要

（Ｌ‐２）

行政との連
携・協働方
法の検討

（Ｌ‐３）

（Ｌ‐４） （Ｌ‐４） （Ｌ‐４）

（Ｌ‐２）

合意形式と
プロセスの
オープン化
が鍵

福祉の街づ
くりのため
には ＊ハー
ド面の改善
＊ソフト面
（運用のた
め の し く
み・要領）
＊人材（利
用 者 の 意
識・施設運
用 者 の 意
識）がかみ
合うことが
基本
②‐Ｅ

山寺の「福
祉のまちづ
くり」を考
える場合は
＊生活者の
視点 ＊外
来者（観光
客など）の
視 点 の 共
存・共生か
らの検討が
必要

②‐Ｄ

街づくり先
進事例（特
に観光地）
の調査

同じ観光都
市（規模は
ちがいます
が）京都観
光の環境は
十分に参考
になる。山
寺地区の住
民との協働
で「もてな
しの心」の
しくみ（ソ
フト）があ
れば“山寺
らしさ”が
出せるはず
②‐Ｃ

（Ｌ‐３）

高齢化率３０
％近い人的
資源で観光
地山寺で元
気に生きる
「ハード」
「ソフト」
「人 材」の
バランスあ
るしくみづ
くりを実行
する
①‐Ｄ

（Ｌ‐２）

車と人（身
障者、高齢
者 も 含 め
て）とが共
存、共生で
きる工夫を
皆んなで出
し合って、
出来ること
から少しず
つやってい
くことが大
事
②‐Ｃ

（Ｌ‐３）

（Ｌ‐２）

中山間地特有の地
形を考慮した諸対
策立案（全般的事項）

②‐Ｅ

観光上の視
点から改善
ポイント

（Ｌ‐３）

＊「高齢者・
障害者にや
さ し い 山
寺」が「売
り」になる
＊公共（観
光バスも含
めて）交通
手段との共
存 ＊歩道
そのものが
バリアーと
なっている
②‐Ｄ

（Ｌ‐４）

＊商店街で
は歩行者が
「バリア」
視されてい
る

②‐Ｄ

観光地山寺
では大型バ
スの乗り入
れが厳しく
危険度が健
常者にとっ
てもこの上
もない（ま
してや身障
者）

①‐Ｆ

＊大型バス
が狭い道路
に強引に進
入し非常に
歩行者・障
害者にとっ
て危険�河
川敷の大駐
車 場 の 活
用・市街地
の通行禁止
にできない
か
②‐Ａ

観光客の仙
山線利用に
配慮し「駅
階段→南院
商店街→川
原町商店街
→上り参道
→根本中堂
→立石寺→
下り参道→
山寺駅」の
ルートを身
障者・車イ
ス利用者も
アクセスで
きるように
出来ないか
②‐Ａ

立石寺は急
な坂を上っ
ていくと駐
車場があっ
てそこでは
参拝できる
とのこと。
ですのでそ
れを紹介す
ることも必
要。当然車
イスのため
の 駐 車 ス
ペースの確
保が必要
②‐Ｆ

＊地理的な
条件 ＊高
齢者が多い
観点と身障
者の利便性
＊児童の外
遊び（健全
成長）の環
境 ＊住民
の車依存度
が高いとい
う現状

②‐Ｄ

（Ｌ‐５）

観光地山寺
として観光
バス（住民
車輌も視野
に入れて）
に「パーク・
アンド・ラ
イド」を検
討したい。
＊地区内の
足 と し て
ウェルキャ
ブミニワゴ
ン車の活用
②‐Ｅ

ウェルキャ
ブミニワゴ
ン車活用の
一例
＊パーキン
グエリア
��観光ス
ポット・店
舗・公共施
設 ＊個人
住宅��店
舗・公共施
設
②‐Ｅ

生活者の視
点から改善
ポイント

（Ｌ‐３）

車社会かつ
地方の山寺
では車が必
需品である
ことはさけ
られない現
状下でも何
か改善策が
あるはず
①‐Ｆ

（Ｌ‐３）

・平日で観
光客も少な
めだったが、
ハード面は
旧態以前の
施設・設備
が多い
・以前散見
された強引
な客引は大
分改善され
ている。
②‐Ａ

ゆるやかな
スロープ、
エスカレー
ターの新設
など財政面、
史跡保存、
地権者の理
解と協力等
解決すべき
課題は山積
みである
②‐Ａ

工 夫 の 一
例：＊歩道
の拡幅
＊側溝の蓋
の改良
＊車イスで
も町を歩け
る環境
＊パーク・
ア イ ラ ン
ド・ライド
の導入
＊スロープ
への手摺設
置
②‐Ｃ

（Ｌ‐５）

（Ｌ‐２）

歩道に凹凸
が散見され
車イスを押
す作業でも
苦労する。
ましてや車
イスに乗っ
ている方も
腰にひびい
て苦痛にな
る
②‐Ｈ

（Ｌ‐３）

山寺に対するユニバーサルデザイン点検活動を
契機に山寺の「住んでいる人達の生活環境」及
び「観光地としての環境」が共生・共存可能な
将来像（モデル）を作成しその実行を

車道・道の
大半が車優
先になって
いる

②‐Ｆ

（Ｌ‐４）

今回の点検
結果から手
作りで地図
に危険・改
善箇所のポ
イントを落
したものを
作る�全ぼ
うが見えて
くる
②‐Ｅ

公民館のス
ロープは立
派ですが
＊歩いて来
る方のため、
駐車スペー
スにスロー
プへ案内す
る手だてを
考 え て は
（階段かス
ロープかを
選べるよう
に） ＊冬
場は雪で滑
る た め ス
ロープに手
すり設置が
望ましい
①‐Ｄ

（Ｌ‐３）

・小中学校
までの道路
は広くて快
適
・公民館内
は機能的で
トイレもス
ペースに余
裕があり使
い易い
①‐Ｅ

（Ｌ‐２）

立 谷 川 の
「北側」

（Ｌ‐２）

立 谷 川 の
「南側」

（Ｌ‐４）

ここ数年来、
車イスをは
じめ障害者
の お 客 様
（観光客）
がしかも家
族連れや施
設から団体
で来られる
ケースも発
生してその
対応に苦労
した例も発
生している
①‐Ｃ

山門の門前
町もゆっく
り歩ける歩
道や、根本
中堂へのお
参りが障害
者でも出来
るように整
備促進を検
討したい

①‐Ｃ

（Ｌ‐３）

車のスピー
ドを制限す
るには
＊歩道を広
く車道を狭
く
①‐Ｆ

車イス用ト
イレは公民
館と昼食を
とった食堂
は使えそう
だった
②‐Ｃ

公民館の設
備 は 一 部
（スロープ
の手摺やグ
レーチング
の改良）を
除けば身障
者への対応
に配慮が感
じられた
②‐Ｃ

（Ｌ‐３）

山寺で唯一
の山寺医院
は ＊入口
側溝蓋が危
険 ＊玄関
までのアプ
ローチが急
勾配 ＊玄
関前段差有
り ＊入口
ドアも車イ
スでは入室
困難の印象
②‐Ｇ

各商店街の
店舗へのア
クセスは一
部を除いて
段差が散見
され、介助
者がいても
困難
②‐Ｅ

基本的に旧
道（？川の
西側）に参
道が無い
②‐Ｅ

根本中堂へ
の参道入口
のグレーチ
ングは車イ
スの前輪が
はまる
②‐Ｇ

大半の商店
は車イス対
応トイレが
無い
②‐Ｅ

公道から公
民館までの
アプローチ
が急である
が ＊昇り
下りで体力
がつくとい
う利点にも
なる ＊坂
の途中に一
息つける平
らな場所ベ
ンチがあれ
ば良い
＊道路の片
側のみでも
外用の手す
りがあれば
良い
①‐Ｄ

（Ｌ‐３）

山寺地区全
体の側溝グ
レーチング
の改善

②‐Ｇ

県道と山寺
橋への交差
点は東側か
ら下り坂と
なっていて
車がスピー
ドを出し過
ぎること、
また歩行者
からはカー
ブのため車
が見えにく
く危険
②‐Ｇ

＊階段の端
を色ではっ
きりわかる
ようにする
（高齢者は
立体的に見
えにくくな
ります）
＊グレーチ
ングに車イ
スの前輪や
視覚障害者
の杖が入り
易いため、
より細かい
グレーチン
グが望まし
い

①‐Ｄ

お土産屋さ
ん、商店の
大半は車イ
スでのアク
セスが難し
く感じられ
た。お土産
屋さんは声
を掛ければ
手伝ったも
らえそうで
すが、普通
の商店は難
しい印象を
受けた。
②‐Ｆ

観光案内所
は
＊入口に段
差有り
＊内 部 ス
ペースが狭
いため車イ
スでのアク
セスが不可
能
②‐Ｇ

（Ｌ‐３）

滝不動の防
火水槽わき
のグレーチ
ングが道路
の傾斜に合
わず危険
②‐Ｇ

歩道の狭さ
はもちろん
散見される
が、歩道の
反対側が法
面（下に）
なっている
所は柵など
がないか必
須
②‐Ｅ

芭蕉橋、宝
珠橋への交
差点は観光
客、自家用
車、観光バ
スなど交通
量が平日で
もはげしく、
ゆっくり観
光、買い物
が出来る環
境とは言え
ない
②‐Ｇ

改善を要す
る施設・設
備 ＊公民
館、商店街
の側溝のグ
レーチング
（溝の幅）
＊駅の階段
に視覚障害
者用（蛍光）
テープを
＊多くの商
店の入口に
段差があり、
車イスが入
れない
＊河川敷の
公衆トイレ
の便座、非
常ボタン
②‐Ａ

改善を要す
る施設・設
備（続）
＊観光案内
所の看板を
大きく明示
する ＊歩
道の一部が
車優先の構
造になって
いて歩行者、
車イスに危
険

②‐Ａ

公民館から
お土産屋通
りまでの県
道わきの歩
道の ＊道
幅に段差
＊車出入口
用の傾斜は
車イスに限
らず視覚障
害者さらに
は高齢者に
も危険
②‐Ｇ

改善点（公
民館）＊身
障者駐車場
の確保なし
＊身障者用
スロープが
あるが側溝
グレーチン
グの溝が大
きいため、
車イス・杖
使用者に危
険 ＊同じ
く手摺りが
あった方が
良い ＊玄
関ドアのう
ち内側の開
き戸は手動
で重すぎる
②‐Ｂ

改善点（川
原町内商店
街）各商店
街の出入口
は一部段差
に工夫され
ているが、
多くは車イ
ス対応がな
されていな
い
②‐Ｂ

改善点（川
原町内商）
＊道路幅狭
く、歩道も
なく大型車
輌（バスも）
通行は危険
＊山寺医院
前の側溝蓋
が破損した
まま ＊市
道川原町地
内道路幅が
狭く、側溝
破損箇所有
り、大型車
通行時歩行
者が歩行す
るため危険

②‐Ｂ

（Ｌ‐３）

改善点（県
道山形～山
寺線）
＊歩 道 幅
（側溝も含
めて）１ｍ
と狭く車道
側と傾斜勾
配がきつく
車イスや視
覚障害者は
危険（特に
冬期間は転
倒の危険あ
り） ＊宮
崎Ｔ字路交
差点の前後
カーブの見
通しが悪く
危険
②‐Ｂ

（Ｌ‐２） （Ｌ‐２）

良い点（山
寺レストラ
ンおのや）
＊身障者用
トイレあり、
店の出入口
に 表 示 ス
テッカー有
り
②‐Ｂ

飲食店で車
イス用トイ
レがあると
ころもあり、
うれしい感
じがした
②‐Ｈ

駐在所から
の山寺の景
観が良い
＊駐在所の
スロープの
配慮がなさ
れているの
だから更に
観光地とい
う観点から
多様性のあ
るトイレが
あれば更に
素晴らしい
①‐Ｄ

山寺駐在所
は入口前が
スロープに
なっている
点 で は 良
かった。敷
地が広いの
でもう少し
勾配をゆる
やかにすれ
ば一人でも
車イスをこ
いで昇れる
と思った。
①‐Ｅ

（Ｌ‐３）

挙げれば切
りがない不
備 な 箇 所
（そ の１）
＊歩道の小
さな段差
＊駅構内の
階段
＊駅の車椅
子用のトイ
レ ＊山寺
公民館施設
の不備

①‐Ａ

挙げれば切
がない不備
な箇所（そ
の２）＊山
寺郵便局に
客用のトイ
レ が な い
（常に利用
して気づか
なかった）
＊各商店に
車イス用の
トイレがな
い ＊段差
表示 ＊道
路点字表示

①‐Ａ

（Ｌ‐３）

川沿いの公
衆トイレは
男・女・身
障者と区別
するのでな
く 多 目 的
（共 用）の
発想≒ユニ
バーサルを
導入するこ
とで使い易
い保守が容
易な施設に
なる
②‐Ｃ

Ｈ９完成の
公園のトイ
レは管理不
十分 ・便
座がはずれ
てしまう
・非常用ベ
ルが便座か
ら届かず用
をなさない

①‐Ｅ

（Ｌ‐３）

改善点（宝
珠橋公園公
衆トイレ）
＊身障者用
トイレ便座
の固定金具
が外れてい
て危険（管
理不足）
＊非常ベル
が身障者に
対応してい
ない位置に
ある

②‐Ｂ

山寺駅周囲
の改善
＊階段に簡
易 エ ス カ
レーター
（車イス用）

①‐Ｔ

駅前のＴ字
路、十字路
に横断歩道
もなく歩道
もなく危険

②‐Ｈ

（Ｌ‐３）

郵便局にト
イレが欲し
い。難しけ
れば職員用
を開放する
案なども効
果的である

①‐Ｄ

車道の割に
歩道が狭い。
車の待機所
以外は歩道
を拡げ（車
道が狭くな
る）ること
で 車 の ス
ピード低減
となる歩行
者の安全確
保が改善さ
れる

①‐Ｄ

昼食をした
ペンション
付レストラ
ンは車イス
トイレ（き
れいで気持
ちいい）が
あるが、車
イスで入る
とそれっき
り身動きが
取れないの
で、もう少
し広さにゆ
とりがある
とさらに使
い易くなる
①‐Ｅ

（Ｌ‐３）

歩道への配
慮（目線）
が不足
＊夜間・雪
路が大変
＊住宅への
車庫入れ用
縁石は歩行
者への配慮
不足 ＊歩
道への車の
占有を無く
すため利用
者のモラル
アップが望
まれる
①‐Ｄ

（Ｌ‐１）

ＵＤ点検活動に参
加しての印象

山寺ＵＤ点
検を準備会
＆地区民へ
の呼びかけ
により住民
の関係領域
をカバーし
て実施でき
て嬉しかっ
た

①‐Ｄ

障害者と同
じ目線で物
を見ること
の難しさ、
大事さを痛
感させられ
た

①‐Ｂ

（Ｌ‐２）

施設を造る
（建てる）
時からユニ
バーサルの
視点が不可
欠と教えら
れ た 活 動
だった

①‐Ａ

山寺は元来
山合いの地
形で石段、
傾斜が多い
所なので、
障害者には
登れない、
来れないと
いう先入観
があった

①‐Ｃ

山寺地区住
民の各層の
代表による
ＵＤ点検が
出来たこと
はすばらし
いことで、
この成果を
活かすべき
である

①‐Ｆ

健常者の視
点では何も
ない箇所が
身体的弱者
には大きな
問題になる
ことを改め
て確認でき
た（目を開
かせられた
活動であっ
た）
①‐Ａ

（Ｌ‐２）

点検活動し
て初めて気
づくことの
何と多かっ
た こ と か
（私にも足
の不自由な
母親がいる
にもかかわ
らず）

①‐Ｃ

バリアフリー」の考えを住宅内部から街
づくりへ展開する場合のポイント＊歩き
易い環境（音・景観を含め）の視点＊施
設（点）レベルから線＆面の視点が必要

②‐Ｄ

街づくり方法につ
いての検討

地域生活者の意識
改革

施設などの良い点
及び改善点項目

（Ｌ‐１） （Ｌ‐１） （Ｌ‐１）

（Ｌ‐０）

山寺資料１ 目標展開図

（Ｌ‐４）
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山
寺
資
料
２

重
点
課
題
抽
出
表

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

単純平均 加重平均 加重平均 加重平均 加重平均

Ｌ‐１ 地域住民の意識改革
Ｌ‐２ ユニバーサルデザインの持つ多様性の活用

Ｌ‐３ ・“もてなしの心”で助け合い、自助努力を ・誰にとっても住み易いＵＤの考えを ①‐Ｆ
Ｌ‐４ 狭い道路を車が占有するケースなどから、「福祉のまちづくり」はハードにこだわらず、むしろソフト（運用、しくみづくり）＆住民の意識醸

成が重要
Ｌ‐２ 行政の施策と連携・協働の方法の検討

Ｌ‐３ 行政の施策で充分でない部分を住民自らの力で補う考えが必要
Ｌ‐４ ボランティア（有償も含めて）のしくみづくりによりハードに頼らない解決方法もある

０．４０６６７
０．２１１４７

０．１９５２

０．２１９６０

０．１９５２

０．０５８５６

０．００８３０

Ｌ‐１ 街づくり手法についての検討
Ｌ‐２ 山寺の「福祉のまちづくり」を考える場合は ＊生活者の視点 ＊外来者（観光客など）の視点の共存・共生からの検討が必要 ②‐Ｄ

Ｌ‐３ 該当なし
Ｌ‐４ 該当なし

Ｌ‐２ 福祉の街づくりのためには ＊ハードの改善 ＊ソフト面（運用のためのしくみ・要領） ＊人材（利用者の意識・施設運用者の意識）がかみあうことが基本
Ｌ‐３ 高齢化率３０％近い人的資源で観光地山寺で元気に生きる「ハード」「ソフト」「人材」のバランスあるしくみづくりを実行する

Ｌ‐４ 該当なし

０．２８０００
０．０９５２０

０．０８２１３
０．０４２１６

Ｌ‐１ 施設などハード面の良い点及び改善点項目
Ｌ‐２ 全般的事項：中山間地特有の地形を考慮した諸対策立案

Ｌ‐３ 観光上の視点からの改善ポイント
Ｌ‐４ ＊「高齢者・障害者」にやさしい山寺が売りになる ＊公共（観光バスも含めて）交通手段との共存 ＊歩道そのものがバリアーになっている
Ｌ‐４ ＊大型バスが狭い道路に強引に侵入し非常に歩行者・障害者に危険�河川敷の大型駐車場活用、市街地の通行禁止が出来ないか

Ｌ‐３ 生活者の視点からの改善ポイント
Ｌ‐４ ＊地理的な条件 ＊高齢者が多い観点と身障者の利便性 ＊児童の外遊び（健全成長）の環境 ＊住民の車依存度が高いという現状

Ｌ‐２ 「バリアフリー」の考えを住宅内部から街づくりへ展開する場合のポイント ＊歩き易い環境（音・景観を含め）の視点 ＊施設（点）レベルから線＆面の
視点が必要 ②‐Ｄ
Ｌ‐３ 車社会かつ地方の山寺では車が必需品であることはさけられない現状下でも何か改善策はがあるはず ①‐Ｆ

Ｌ‐４ ・平日で観光客も少なめだったが、ハード面は旧態以前の施設・設備が多い ・以前散見された強引な客引は大分改善されている ②‐Ａ
Ｌ‐２ 立谷川の「北側」

Ｌ‐３ ＜良い点＞公民館のスロープは立派ですが ＊歩いてくる方のために、駐車スペースにスロープへ案内する手立てやスロープに手摺が望ましい
Ｌ‐３ ＜改善点＞公山寺唯一の山寺医院 ＊玄関までのアプローチが急勾配 ＊玄関前に段差あり ＊入り口ドアも車イスでは入室困難の印象

山寺地区全体の側溝グレーティングの改善
芭蕉橋、宝珠橋への交差点は観光客、自家用車、観光バスなど交通量が平日でも激しく、ゆっくり観光・買い物ができる環境とは言えない

Ｌ‐４ 該当なし
Ｌ‐２ 立谷川の「南側」

Ｌ‐３ ＜良い点＞駐在所からの山寺の景観が良い ＊駐在所のスロープの配慮は良いので、観光地の観点から多様性のあるトイレがあれば更に良い
Ｌ‐３ ＜改善点＞川沿いの公衆トイレは男・女・身障者と区別するのでなく多目的（公用）の発想≒ユニバーサルデザインの導入で使用・保守性の良い施設

になる
Ｈ９完成の公園のトイレは管理不十分 ＊便座がはずれる ＊非常用ベルが便器から届かず用をなさない
歩道への配慮（目線）が不足 ＊夜間・雪路が大変 ＊住宅への車庫入れ用縁石は歩行者への配慮不足 ＊歩道への車の占拠を無くすモラ
ルの向上が臨まれる

Ｌ‐４ 該当なし

０．２１３３３
０．０４４０９

０．０６５４２

０．００５４７

０．０４８３６

０．０２１４６

０．０２２６３

０．０１５２７

０．０１６２７
０．００４０７
０．００４０７
０．００４０７

０．０１３８６
０．００７０９
０．００５４８
０．００８３８

０．００４１５
０．００４１５

０．０２２６３

０．０１５２７

Ｌ‐１ ＵＤ点検活動に参画しての印象
Ｌ‐２ 山寺地区住民の各層の代表によるＵＤの点検が出来たことはすばらしいことで、この成果を活かすべきである ①‐Ｆ
Ｌ‐２ 山寺ＵＤ点検を準備会＆地区民への呼びかけにより住民の関係領域をカバーして実施できて嬉しかった
Ｌ‐２ 障害者と同じ目線でもの見ることの難しさ、大事さを痛感させられた

Ｌ‐３ 該当なし
Ｌ‐４ 該当なし

０．１００００
０．０１８６７
０．０１６６７
０．０１５３３
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